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亀山市手数料条例の一部を改正する条例新旧対照表 

改正後 改正前 

別表第３（第２条関係） 別表第３（第２条関係） 

１ 建築基準法関係手数料 １ 建築基準法関係手数料 

手数料を徴収する事務 手数料の名称 金額 

１～９ （略） （略） （略） 

１０ 法第８６条の８第

１項の規定に基づく既

存の一の建築物につい

て２以上の工事に分け

て増築等を含む工事を

行う場合の制限の緩和

に係る認定の申請に対

する審査 

既存の一の建築物を

段階的に増築等を含

む工事を行う場合の

制限の緩和に係る認

定申請手数料 

２７，０００円 

１１ 法第８６条の８第

３項（法第８７条の２

第２項において準用す

る場合を含む。）の規

定に基づく既存の一の

建築物について２以上

の工事に分けて増築等

を含む工事等を行う場 

既存の一の建築物を

段階的に増築等を含

む工事等を行う場合

の制限の緩和に係る

認定の変更認定申請

手数料 

２７，０００円 

手数料を徴収する事務 手数料の名称 金額 

１～９ （略） （略） （略） 

１０ 法第８６条の８第

１項の規定に基づく既

存の一の建築物につい

て２以上の工事に分け

て      工事を

行う場合の制限の緩和

に係る認定の申請に対

する審査 

既存の一の建築物を

段階的に改修する 

      場合の

制限の緩和に係る認

定申請手数料 

２７，０００円 

１１ 法第８６条の８第

３項        

          

        の規

定に基づく既存の一の

建築物について２以上

の工事に分けて   

    工事を行う場 

既存の一の建築物を

段階的に改修する 

       場合

の制限の緩和に係る

認定の変更認定申請

手数料 

２７，０００円 
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合の制限の緩和に係る

認定の変更の申請に対

する審査 

  

１２ 法第８７条の２第

１項の規定に基づく既

存の一の建築物につい

て２以上の工事に分け

て用途の変更に伴う工

事を行う場合の制限の

緩和に係る認定の申請

に対する審査 

既存の一の建築物を

段階的に用途の変更

に伴う工事を行う場

合の制限の緩和に係

る認定申請手数料 

２７，０００円 

１３ 法第８７条の３第

５項の規定に基づく建

築物の用途を変更して

一時的に興行場等とし

て使用する場合の制限

の緩和に係る許可の申

請に対する審査 

建築物の用途を変更

して一時的に興行場

等として使用する場

合の制限の緩和に係

る許可申請手数料 

１２０，０００円 

 

合の制限の緩和に係る

認定の変更の申請に対

する審査 

  

 

２及び３ （略） ２及び３ （略） 

別表第７（第２条関係） 別表第７（第２条関係） 

行政不服審査法関係手数料 行政不服審査法関係手数料 

手数料を徴収する事務 区分 交付の方法 手数料の金額 手数料を徴収する事務 区分 交付の方法 手数料の金額 
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行政不服審査法第３８

条に基づき審理員が行

う提出書類等の写し等

の交付及び同法第８１

条の規定に基づき同条

の機関が行う主張書面

等の写し等の交付 

１ 文書又

は図面の

場合 

電子複写機に

より用紙に複写

したものの交付

（日本産業規格

Ａ３判以下の大

きさの用紙を用

いて行うものに

限る。） 

白黒の場合 １

枚につき１０円 

カラーの場合 

１枚につき４０

円 

２ 電磁的

記録の場

合 

機器及びプロ

グラムにより用

紙に出力したも

のの交付（日本

産業規格Ａ３判

以下の大きさの

用紙を用いて行

うものに限る。） 

白黒の場合 １

枚につき１０円 

 

行政不服審査法第３８

条に基づき審理員が行

う提出書類等の写し等

の交付及び同法第８１

条の規定に基づき同条

の機関が行う主張書面

等の写し等の交付 

１ 文書又

は図面の

場合 

電子複写機に

より用紙に複写

したものの交付

（日本工業規格

Ａ３判以下の大

きさの用紙を用

いて行うものに

限る。） 

白黒の場合 １

枚につき１０円 

カラーの場合 

１枚につき４０

円 

２ 電磁的

記録の場

合 

機器及びプロ

グラムにより用

紙に出力したも

のの交付（日本

工業規格Ａ３判

以下の大きさの

用紙を用いて行

うものに限る。） 

白黒の場合 １

枚につき１０円 

 

備考 備考 

１ （略） １ （略） 

２ 日本産業規格Ａ３判を超える大きさの用紙を用いるときは、日

本産業規格Ａ３判に相当する大きさで換算した枚数分の料金の額

とする。 

２ 日本工業規格Ａ３判を超える大きさの用紙を用いるときは、日

本工業規格Ａ３判に相当する大きさで換算した枚数分の料金の額

とする。 
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